
駐車場の収容台数の変更に関するお知らせ

大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づき、営業時間を変更する旨の届

出を令和８年２月２日付けで大阪市長に提出しましたので、同法施行規則第１１条

第２項の規定により掲示します。

【店舗名称及び所在地】

新大阪センイシティー・セントラルスクエア西宮原店

大阪市淀川区西宮原二丁目２番１、２、１３

【設置者】

協同組合新大阪センイシティー

代表理事 吉木 学

大阪市淀川区西宮原二丁目２番２号

株式会社ライフコーポレーション

代表取締役 岩崎 高治

大阪市淀川区西宮原二丁目２番２２号

【変更しようとする事項】

（１）駐車場の位置及び収容台数

（変更前）２０２台（全体収容台数２３２台）

（変更後）１７３台（全体収容台数２３２台）

【変更する年月日】

令和８年１０月３日（予定）

【変更する理由】

外部で確保していた従業員駐車場を返還し、敷地内で確保するため

＜問い合わせ先＞

・所 在 地：大阪市淀川区西宮原二丁目２番２２号

・名 称：株式会社ライフコーポレーション（担当：テナント部 屋名池）

・電話番号：０６-６１５０-６１４５

（届出者の縦覧・意見書の受付）

・場所：大阪市経済戦略局 産業振興部 産業振興課

・住所：〒559-0034 大阪市住之江区南港北２丁目１番１０号

ＡＴＣビル Ｏ’ｓ棟南館４階

・期間：令和８年２月１８日（水）～令和８年６月１８日（木）

・時間：午前９時３０分～午後５時００分（土日祝日は除く）


